
議案第２３号 

 

   佐倉市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

 佐倉市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制

定する。 

 

  平成２８年２月２２日提出 

 

            佐倉市長  蕨  和 雄   

 



佐倉市条例第   号 

   佐倉市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

 佐倉市固定資産評価審査委員会条例（昭和３０年佐倉市条例第９５号）の一

部を次のように改正する。 

 第４条第２項中「の各号」を削り、同項第１号中「住所」の次に「又は居所」

を加え、同項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号と

し、第１号の次に次の１号を加える。 

（２）審査の申出に係る処分の内容 

 第４条第３項中「住所」の次に「又は居所」を加え、「行政不服審査法（昭和

３７年法律第１６０号）第１３条第１項」を「行政不服審査法施行令（平成２

７年政令第３９１号）第３条第１項」に改め、同条に次の１項を加える。 

６ 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失っ

たときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。 

 第６条第２項ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

４ 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送

付しなければならない。 

 第１１条第１項中「審理」を「審査」に改め、「においては、」の次に「次に

掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した」を加え、同項に次の各号を加え

る。 

（１）主文 

（２）事案の概要 

（３）審査申出人及び市長の主張の要旨 

（４）理由 

   附 則 



 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の佐倉市固定資産評価審査委員会条例の規定は、平成２８年度以後

の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録され

た価格に係る審査の申出について適用し、平成２７年度までの固定資産税に

係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出

については、なお従前の例による。 

 


